
牧之原市教育委員会におけるサイバーセキュリティを確保するた 

めの方針 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の６第１項に規定する牧之原市

教育委員会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定に関し

ては、牧之原市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針（令和８

年牧之原市訓令第４号）の例による。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


